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由とは別に、「問いを表現する」活動をすることの重要性
を教員自身が認めている必要があるという、当然の事実
である。すなわち、「問いを表現する」活動の意味や価値
を生徒に伝える言葉を教員が持っているか、ということ
である。教員の主体的な教育活動は、教員自身が意味や
価値を見いだすことによって可能となる。もし、現在の「歴
史総合」において「問いを表現する」活動が十分に行わ
れていない現状があるとするならば、それは、教員自身
が「問いを表現する」活動に価値を見いだせていないと
いうことかもしれない。
　本稿では、「問いを表現する」活動を通して筆者が考
えたことを率直に述べることになるが、それは、「問い
を表現する」活動に積極的に取り組みたいと考える先生
方に何かしらのヒントになればと考えるからである。

２　実践の概要
（１）実践校の特徴
　本校は、普通教科と専門教科（農業・工業・福祉・商
業）を学べる総合学科としての総合科学科を開設する
高等学校である。その特徴は、①高校３年間を自己実現
に向けて自己の在り方や生き方を探求する期間と位置づ
け、生徒一人一人の個性に応じて幅広い選択科目の中
から生徒が自分で科目を選択し、時間割りを作成するこ
と、②高校３年間の学びの軸（キャリアコア科目）を、
人との関わりやさまざまな体験を通じて自己の在り方
や生き方を探求する「産業社会と人間」（１年次開講科
目）、チームで課題を設定し、アクションプランを作成
して実行する「T-GAP（つくさか・グローバル・アク
ション・プログラム）」（２年次開講科目）、みずから問
いを立て、調査をした結果を論文としてまとめる「卒業
研究」（３年次開講科目）の３つとし、各教科の役割を
キャリアコア科目の学びをより深めるものとして位置づ
けていることである。生徒の中には、「T-GAP」に取り

１　はじめに
　なぜ歴史の学習において、生徒は「問いを表現する」
活動を求められているのだろうか。本稿で焦点を当て
る「歴史総合」に関して、『高等学校学習指導要領（平
成 30 年告示）解説 地理歴史編』（以下、『解説』）では、
大項目Ｂ～Ｄの各中項目（１）において「問いを表現す
る」活動が位置づけられている。『解説』によると、「問
いを表現する」とは次のような学習活動を指す。

資料から、生徒が情報を読み取ったりまとめたり、複数の資料
を比較したり関連付けたりすることにより、興味・関心をもっ
たこと、疑問に思ったこと、追究したいことなどを見いだす学
習活動

　『解説』では、さらに続けて、「歴史に対する驚きや素
朴な問いが歴史学習の出発点」であり、「学習内容に対
する生徒の課題意識を育むことが大切である」としてい
る。冒頭の問いかけに対して『解説』を踏まえた解答を
用意するとすれば、「みずから学習に取り組むのは問い
を表現することから始まるから」となるだろうか。
　しかし、年間学習計画のうちに「問いを表現する」活
動を設けることは容易ではない。主要な理由は、１年間
の授業時数との兼ね合いではないだろうか。事実、筆者
は授業力不足がゆえに、昨年度の「歴史総合」の年間学
習計画に「問いを表現する」活動を十分に設けることが
できたわけではない。限られた授業時数では、主題を設
定し、グループワークを中心に取り組む２時間ないし３
時間の授業を１年間続けるのが精一杯であった。
　ここで、筆者がみずから発した冒頭の問いかけに再度
立ち返ると、そこには「現行の学習指導要領は『問いを
表現する』ことを求めている

4 4 4 4 4

」という筆者の潜在的な認
識が含まれていることに気付かされる。ここで確認した
いのは、冒頭の問いに答えるためには、学習指導要領で
求めている
4 4 4 4 4

から「問いを表現する」活動をするという理

なぜ「問いを表現する」活動が求められているのか
―「歴史総合」大項目「Ｃ 国際秩序の変化や大衆化と私たち」の実践を事例に―

筑波大学附属坂戸高等学校　渡邊 和彦（わたなべ・かずひこ）

授業研究歴史
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組む中で生まれた興味関心を「卒業研究」のテーマに設
定する生徒もいるし、みずから選択した科目の中で生ま
れた素朴な疑問から「卒業研究」のテーマを設定する生
徒もいる。そのため、教員は、キャリアコア科目同士の
接続だけでなく、各教科とキャリアコア科目の接続も意
識しつつ、ふだんから「問いを表現」し、問いに基づい
て探究活動に取り組む環境を整えている。生徒はこのよ
うな環境の中で、自己実現のために必要な知識や技能、
思考力、主体的に学習に取り組む態度を身につける。
（２）実践の展開
　本実践は、2023年度７月初旬に大項目「Ｃ 国際秩序
の変化や大衆化と私たち」の導入として実施した。本校
では「歴史総合」を１年次で開講している。教育実習生
を受け入れる都合で授業時間数にばらつきが生じてし
まったため、今年度は大項目Ｂにおける「問いを表現す
る」活動は実施できなかった。そのため、今年度の「歴
史総合」において「問いを表現する」活動は、この実践
が初めてとなった。
　一方で、今年度は、先述した「産業社会と人間」にお
いて、「卒業研究」に向けた準備として「問いを表現す
る」活動を実施しており、７月中旬にグループでその問
いについて調査した結果を発表する予定があった。そこ
で、本実践は、『解説』の趣旨を踏まえつつ、「産業社会
と人間」における「問いを表現する」活動との連続性や、
「卒業研究」に向けた準備を意識して授業を計画した。
　「問いを表現する」活動を実践する際に意識したこと
は、ある事象に対して異なる見解を示している資料を並
立して示すこと、異なる年代の資料を提示することであ
る。大項目Ｃでは、「国際秩序の変化」と「大衆化」という、
２つの大きなキーワードがある。この２つのキーワード
それぞれについて問いを表現するために、４種類の資料
を用意した（次頁、 図１   ）。「国際秩序の変化」では、
中学校において国際連盟の設立を比較的肯定的に学習し
ていることを想定し、国際連盟が、設立当初から多くの

国の思惑が渦巻いていたことや、1930 年代には崩壊す
る可能性があったことを踏まえて問いを表現できること
をねらいとした。「大衆化」では、日本において民衆（大
衆）の活動を肯定的にとらえる 1910 年代の吉野作造の
資料と大衆の活動を否定的にとらえる 1930 年代のオル
テガの資料を踏まえて問いを表現できることをねらいと
した。
　生徒が表現する問いは、「国際連盟はいつ設立された
か」といった一言で答えが出るような問いや「この風刺
画を描いた人物はどこの国の人か」など、資料について
確認する問いなどさまざまである。本実践では、大項目
Ｃのキーワードである「国際秩序の変化」と「大衆化」
について、学習の見通しを立てるような「問いを表現する」
ことが望ましいと判断し、まず、一人一人が問いを表現し、
それを「問いを立てるときの Point」や「自分が立てた
問いの質をチェックしてみよう」を参考に班で精選して、
完成した問いを黒板に提示してもらうことにした。
（３）授業の成果と課題
　授業は、３クラスで実施した。 写真  は、１時間の授
業で生徒が表現した問いの例である。
　授業の成果としては、「影響」「変化」「どの程度」といっ
た用語を用いた問いが生まれたことである。こうした用

写真  生徒が表現した問いの例
（１〜５班：「国際秩序の変化」、６〜９班：「大衆化」についての問い）（筆者撮影）

なぜ「問いを表現する」活動が求められているのか
―「歴史総合」大項目「Ｃ 国際秩序の変化や大衆化と私たち」の実践を事例に―

筑波大学附属坂戸高等学校　渡邊 和彦（わたなべ・かずひこ）

授業研究歴史 授業の展開（45分で実施、時間は目安） 筆者作成

（１）導入（５分）
出欠確認、ワークシート配布、本時の趣旨の説明。

（２）展開（35分）
①教室を４人班（全 10 班）に分け、「国際秩序の変化に関

する問い」を担当するグループ（５つの班）と「大衆化
に関する問い」を担当するグループ（５つの班）に分ける。

②個人で問いを表現する。ここでは、できるだけ多くの問
いを表現してみようと伝える。

③班で１つの問いに精選する。各班問いを１つ黒板に書い
てもらい、全体で共有する。

（３）まとめ（５分）
授業者から全体へフィードバックを行う。
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No.10：国際秩序の変化や大衆化と私たち

今日のテーマ： 国際秩序の変化や大衆化をより深く学ぶための「問い」を立ててみよう。
Step１．資料を見て、個人で「問い」をそれぞれ立てる
Step２．班で共有をして、「問い」をブラッシュアップする

年表

☆　国際秩序の変化　／　大衆化　をより深く学ぶための「問い」とは…？
　　　　　　　　　   ↑どちらかを選択して○をつける

１．個人で考えた「問い」

２．（　　　　）班で考えた「問い」

Reflection
Ｑ．歴史の授業において、私たちが学ぶ意味や価値がある「問い」とはどんな「問い」だろうか？

★「国際秩序の変化」に関係する２つの風刺画を解釈し、「国際秩序の変化」をより深く学ぶための
　問いを立ててみよう。
資料１：「彼が反感を買うのは必至だった」
　　　　『デトロイトニュース』1919年７月
　説明　ウィルソン大統領が提唱した
　　　　「ウィルソンの14か条」に対して
　　　　さまざまな国の主張が競合している。

資料２：「苦しい仕事」『Punch』1935年７月

　説明　●男性が（LEAGUE of NATIONS：国際連盟）と
　　　　　書かれた荷車に大量の荷物（国名が書かれている）
　　　　　を載せて上り坂を上っている。
　　　　●日本・ドイツと書かれた荷物はすでに荷車から
　　　　　落ち、イタリアも今にも落ちそうである。
　　　　●風刺画の説明文には、「たとえ連盟が半分になっ
　　　　　たとしても前進しなければならない」と書かれて
　　　　　いる。

★問いを立てるときのPoint

★「大衆化」に関係する２つの資料を解釈し、「大衆化」をより深く学ぶための問いを立ててみよう。
資料１：吉野作造「民衆的示威運動を論ず」『中央公論』1914年４月 ※一部改変
　　　　＊民衆的示威運動：集団の意思を強く表明する手段として、多人数で行う行進や集会。デモ。

資料の文脈　1913年から1914年にかけて、日本では民衆が政府に対して抗議デモを起こす事件が
　　　　　　相次いだ。1913年には、民衆の抗議デモがきっかけで内閣が退陣に追い込まれたこと
　　　　　　もあった。この論文は、吉野作造がそうした民衆の抗議デモについての見解をまとめた
　　　　　　ものである。ここでの「民衆」の様子は、「大衆」の特徴と共通する部分が多くある。

★問いを立てるときのPoint

【自分が立てた問いの質をチェックしてみよう】

□ その問いは一言で答えが出る問いになっていませんか？
□ その問いは資料についてわからないことを問うものになっていませんか？
□ 資料の読み取りを踏まえて問いを作ることができていますか？

多くの人がその問いを見て「あ～確かに、なるほどなぁ」と思えるものを目指しましょう！
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・2つの資料から、大衆化が進むことにあるメリットとデメリットを読み取ってみよう。
・「資料についてわからないことを問う」のではなく、「20世紀に入って大衆化が進んだことを学習す
　るための問い」を意識してみましょう。

・資料１と資料２は同じ国際連盟に関連する風刺画ですが、書かれた時期が異なることに注目してみ
　ましょう。
・「資料についてわからないことを問う」のではなく、「第一次世界大戦～第二次世界大戦期の国際秩
　序の変化を学習するための問い」を意識してみましょう。

まずは疑問形にしてみるところから！　複数挙げてみよう！

民衆が多数集まって騒ぐということは、だいたいにおいて実は悪い結果を
もたらさないかと心配するべき現象である。しかしまた他の一面において
は、今日の日本の立憲政治の発達という面からみて、この民衆的示威運動
という現象は、一つの喜ぶべき現象であるとすべき一面もある。それは政
治問題の解釈ないし政権の成立を、民衆の判断が左右するという意味にお
いて、または民衆の判断を政治上重要で意義あるものにするという点にお
いて、私はこれを喜ぶべき現象であると思うのである。

それが良いことか悪いことかはともかく、現在のヨーロッパ社会には一つ
の重大な事実がある。それは、大衆が完全に社会的権力の前面に躍り出た
ことである。大衆は、その定義から見て、自分の存在を律すべきではな
く、またそもそも律することもできず、ましてや社会を統治することもで
きないのだ。…大衆とは、おのれ自身を特別な理由によって評価せず、
「みんなと同じ」であると感じても、そのことに苦しまず、他の人たちと
自分は同じなのだと、むしろ満足している人たちのことを言う。…現代の
特徴は、凡俗（ありふれていて取り柄が無い）な精神が、自らを凡俗であ
ると認めながらも、その凡俗であることの権利を大胆に主張し、それを相
手かまわず押しつけることにある。

１年 年 番　氏名

※出典：三谷太一郎『日本の名著 48 吉野作造』中央公論社、1984年12月、p.66

※出典：オルテガ・イ・ガセット著、佐々木孝訳『大衆の反逆』岩波書店、2020年、p.63-74

資料２：オルテガ・イ・ガセット『大衆の反逆』1930年　※一部改変

写真提供　ユニフォトプレス

化が社会に与えた影響）は、どの程度か」と続けている
点に注目したい。「どの程度（To what extent）」を用
いる問いは、その問いに対して複数の視点からだけでな
く、批判的な見解も考慮しながら考察を深めることを促
す。この問いそのものが実際に高校生に考察可能な問い
かどうかという妥当性にやや難はあるものの、限られた

語を使うことで、生徒自身の素朴な疑問を超えて学びを
深めることが可能となる。例えば、「大衆化は社会にど
のような影響を与えるのか。また、それはどの程度か」

という問いは、大衆化が社会に与えた影響を問うことに
なり、『解説』で示されている「事象相互のつながりに
関わる問い」に関連している。加えて、「それ（＝大衆

図１  本時のワークシート
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教科の学びや総合的な探究の時間の学びとの相互補完的
な接続を意識することで、限られた授業時数の中でも歴
史の学習における「問いを表現する」活動の価値をより
高めることができるのではないかと考えた。
　第二に、「問いを表現する」活動は、生徒の学びを促
すということである。筆者は、日々の授業で情報を収集
する目的でのスマートフォン等の使用を許可している。
本実践においても、生徒は問いを表現するためにみずか
ら情報を収集していた。ここで冒頭の『解説』における、「問
いを表現する」活動の定義に再び注目すると、「問いを表
現する」活動では、生徒が資料を読み取ることを前提に
していることが分かる。しかし、歴史の学習において資
料を読み取ることは、その資料が成立した歴史的背景や、
書き手の立場などを考慮する必要があるという点で、比
較的高度な学習活動である。そのため、本実践に見られ
た生徒の姿のように、授業者から与えられた資料をより
深く読み解くためにみずから新たな情報にアクセスする
ことも想定される。生徒の学習内容に対する興味関心を
高めるという目的で「問いを表現する」活動を実践する
だけでなく、「問いを表現する」活動のプロセスに注目し、
学びを深める手段としての「問いを表現する」活動にも
価値を見いだせる可能性があると考えた。
　第三に、「歴史総合」の評価についてである。「歴史総
合」の評価については、各学期に形成的評価としてポー
トフォリオ課題（500 字程度のレポート課題で、提出
前に教員から助言を受けることを認めている）、定期試
験を行っているが、診断的評価のための材料を十分に集
めることができていなかった。本実践後、生徒に感想を
尋ねると、「大衆化」の問いを表現するために提示した
資料については、『大衆の反逆』のみでは問いを表現で
きなかったと答えた生徒がいた。この生徒の感想は、大
衆化を「政治参加が進んだよいこと」のみで理解してい
る可能性を看取でき、その後の授業の方向性を教員が見
通すうえで参考になる。つまり、「問いを表現する」活
動は診断的評価を行うための材料として機能する可能性
を持つと考えた。
　これまで述べた「問いを表現する」活動の可能性は、
あくまでも教員の視点から考察したものである。そのた
め、生徒は「問いを表現する」活動に対してどのような
意義や価値を見いだすのか検証が求められるだろう。一
方で、教員自身も「問いを表現する」活動に対して意義
や価値を見いだしていく姿勢が必要である。今回の実践
報告がその一端となれば幸いである。

時間の中で表現した問いとして生徒のパフォーマンスを
高く評価したい。
　なお、生徒が上記で述べたような用語を使用して問い
を表現したことは、決して偶然ではない。それまでの授
業では「フランス革命は『成功した』とどの程度いえる
か」「明治政府の政策によって人々の暮らしはどの程度
変化したか」といったテーマを提示し、問いに含まれる
用語の意味を解説しながら授業を実施していた。本実践
においてもこれまで授業で提示したテーマなどを参考に
して問いを表現してみるよう指示を出していた。このよ
うに、それまでの授業においてテーマを意識して授業を
実践することが「問いを表現する」活動の足場かけにな
るのではないだろうか。
　一方で、クラス全体で共有した問いが抽象度の高い問
いになってしまった点は課題である。これは、授業者が

「資料について分からないことを問う」のではなく、「国
際秩序の変化」、「大衆化」について学習を進めるための
問いを意識するよう生徒に働きかけた結果によるものと
考えられる。生徒は、授業のテーマを意識するあまり、
問いを表現することに難しさを感じてしまった可能性も
否めない。さらに、例えば「なぜ日本とドイツは荷車か
ら落ちているのか？」などのように「資料について分か
らないことを問う」ものであっても、学習を深めること
ができる問いとなっているものもあり、授業の方向性を
改善する必要性を実感した。

３　「問いを表現する」活動の可能性
　最後に、本実践の成果と課題を踏まえて、「問いを表
現する」活動の可能性を述べたい。
　第一に、「問いを表現する」活動を歴史の学びだけに
限定しないことである。現行の学習指導要領より「探究
的な学び」がより一層強調されるようになったが、各学
校で行われている「探究的な学び」と各教科の接続を、
教員はどの程度意識することができるだろうか。今回、
本実践を計画するにあたって、「問いを表現する」活動
の意義や価値を生徒にどう伝えるかを考えたが、本校の
文脈に最も合致したのは、「自分の興味関心を『卒業研究』
にまとめ上げるためには、『問い』が必要である」とい
うことであった。冒頭で説明した『解説』において示さ
れている「問いを表現する」活動の意義は、「歴史総合」
を歴史の学びの出発点として「日本史探究」や「世界史
探究」に接続していくことに焦点を当てている。これに
加えて、カリキュラム・マネジメントの視点に立ち、他


